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～Topics～ 

 

～法改正情報～ 令和 3 年 1 月 1 日より施行！！ 

『子の看護休暇・介護休暇』が 

時間単位で取得できるようになります！！ 

 

 子の看護休暇と介護休暇が、来年 1 月 1 日より改訂・施行

されることになっています。 

子の看護休暇の取得は、未就学児（6 歳まで）の子供を抱え

る従業員の権利です。申請があれば、速やかに対応できるよう、

人事担当者はきちんと把握しておく必要があるので注意して

おきましょう！ 

この法定休暇である子の看護休暇および介護休暇ですが、法

施行当初は、取得単位が 1 日単位（年間 5 日まで）でスター

トしました。その後、平成 29 年 1 月の改正で、半日単位に改

正されてます。そして遂に、来年 1 月より時間単位での取得が

可能となります。 

 実務的には、就業規則の条文を今一度確認をして頂き、必要

な改定を進めていく必要がありますので、参考に厚労省の規定

例を記載しますので、改訂の参考にしてください。 
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～Schedule～ 

 

☆ ～12/31 

11 月分の社会保険料納付 

 

☆ ～12/10 

  11 月分の源泉徴収税額・住民

税額の納付 

 

☆ 年末調整の実施 

  今年の年末調整から『所得金額控除

申告書』が新設されています。年収

850 万円を超える従業員がいる担

当者はご確認を！

～Information～ 

㈱リーガルネットワークスにて、 

勤怠管理システム AKASHI 専用サイ

トを立ち上げました! 

 
http://www.legalnetworks.net/ 

こちらも宜しくお願いします! 
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